
項 号 現行条文（平成29年3月版） 項 号 新条文 改定理由

5 2 受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設
計値と実測値を対比して記録した出来形管理表及び出来形管理図表を作成し管理する
ものとする。

5 2 受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測
し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表及び出来形管理図表を作成
し管理するものとする。ただし､主要な管理項目の測定数が5点未満の場合は管理
表のみとし､管理図表の作成は不要とする｡

5 3 （3）　品質管理
①　受注者は､品質を品質管理基準に定める試験項目､試験方法及び試験基準により管理
し､その管理内容に応じて､品質管理表及び品質管理図表を作成するものとする｡ただし､測定
数が10点未満の場合は品質管理表のみとし､品質管理図表の作成は不要とする｡

5 3 （3）　品質管理
①　受注者は､品質を品質管理基準に定める試験項目､試験方法及び試験基準によ
り管理するものとする｡ただし､主要な管理項目の測定数が5点未満の場合は管理
表のみとし､管理図表の作成は不要とする｡

平成２９年度　施工管理基準　新旧対照表

平成29年３
月31日付け
建工第207号
「静岡県建
設工事成績
評定要領の
運用の一部
改正につい
て」の通知
による



 

1

現行条文 新条文

追加 3 2 3 24 伸縮装置工
（埋設型ジョイ
ント）

施工実績が多
い「埋設型
ジョイント」
に対応

3 2 4 3 1

基礎工
（現場打）
（プレキャスト）

規格値 3 2 4 3 1

基礎工
（現場打）
（プレキャスト）

規格値

国に準じて改
正

測定項目 - 3 2 4 6 深礎工 測定項目 基  礎  径  Ｄ
規格値 - 規格値 設計径（公称径） 以上※

測定基準 全数について杭中心で測定。 測定基準

全数について杭中心で測定。
※ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄの場合はその内径、補強ﾘ ﾝｸﾞを必要とする場合は補強ﾘﾝｸﾞの
内 径とし、ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞの場合はﾓﾙﾀﾙ等の 土留め構造の内径にて測定。

3 2 6 12
コンクリート舗装
工

測定基準

厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線200ｍ毎に水糸
又はレベルによ り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上 測定、幅
は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割 で測定。平坦性は各車線毎に版
縁から １ｍの線上、全延長とする。

3 2 6 12 コンクリート舗装工 測定基準

厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線200ｍ毎に水糸又はレベルに
よ り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上 測定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の
割 で測定。平坦性は各車線毎に版縁から １ｍの線上、全延長とする。
なお、ス リップフォーム工法の場合は、厚さ管 理に関し、打設前に各車線の
中心付近 で各車線200ｍ毎に水糸又はレベルに より１測線当たり横断方向
に３ヶ所以 上路盤の基準高を測定し、測定打設後 に各車線200m毎に両側
の版端を測定す る。

施工実績が多
い連続鉄筋コ
ンクリート
（スリップ
フォーム工
法）に対応

施工現場にお
ける実態を反
映

深礎工

改正項目 編 章 節

3 2 4 6

平成２９年度　施工管理基準（出来形管理基準）新旧対照表

現行条文（平成29年3月版） 新条文 改定理由

編 章 節 条 項 工種 工種 改正項目条 項



 

2

現行条文 新条文改正項目 編 章 節

平成２９年度　施工管理基準（出来形管理基準）新旧対照表

現行条文（平成29年3月版） 新条文 改定理由

編 章 節 条 項 工種 工種 改正項目条 項

3 2 6 7
1
～
6

アスファルト舗装
（下層路盤工）
（上層路盤工）
（基層工）
（表層工）

規格値 3 2 6 7
1
～
6

アスファルト舗装
（下層路盤工）
（上層路盤工）
（基層工）
（表層工）

規格値

国に準じて改
正

3 2 6 7～14 アスファルト舗装に準じて改正



 

3

現行条文 新条文改正項目 編 章 節

平成２９年度　施工管理基準（出来形管理基準）新旧対照表

現行条文（平成29年3月版） 新条文 改定理由

編 章 節 条 項 工種 工種 改正項目条 項

3 2 12 1 2

鋳造費（大型ゴ
ム支承
工）

測定項目
規格値

3 2 12 1

鋳造費（大型ゴム
支承
工）

測定項目
規格値

道路橋支承便
覧に準拠

3 2 12 3 1

桁製作工
（仮組立による
検査を実施する
場合）
（シミュレーション
仮組立検査を行
う場合）

測定基準

現場継手部のすき間

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。 δ1、δ2のうち大きいも
の
設計値が5mm以下の場合は、マイナス側については設計値以
上とする。

3 2 12 3 1

桁製作工
（仮組立による検
査を実施する場
合）
（シミュレーション
仮組立検査を行う
場合）

測定基準

現場継手部のすき間

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。 δ1,δ2のうち大きいもの
なお、設計値が5mm未満の場合は、すき間の許容範囲の下限値を0mmとす
る。（例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm～8mm）

表現の適正化

3 2 12 3 3
桁製作工（鋼製
堰堤製作工（仮
組立時））

測定箇所 3 2 12 3 3 桁製作工（鋼製堰堤測定箇所

現場実態を踏
まえ、鋼製砂
防構造物設計
便覧に準拠

3 2 12 5
鋼製伸縮継手製
作工

規格値



 

4

現行条文 新条文改正項目 編 章 節

平成２９年度　施工管理基準（出来形管理基準）新旧対照表

現行条文（平成29年3月版） 新条文 改定理由

編 章 節 条 項 工種 工種 改正項目条 項

3 2 13

架設工（鋼橋）
（ク レーン架設）
（ケ ーブルク
レーン架設）
（ケーブルエレク
ション架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラーク
レーン架設）

測定基準

現場継手部のすき間

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。 δ1、δ2のうち大きいも
の
設計値が5mm以下の場合は、マイナス側については設計値以
上とする。

3 2 13

架設工（鋼橋）
（ク レーン架設）
（ケ ーブルクレー
ン架設）
（ケーブルエレク
ション架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラークレー
ン架設）

測定基準

現場継手部のすき間

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。 δ1,δ2のうち大きいもの
なお、設計値が5mm未満の場合は、すき間の許容範囲の下限値を0mmとす
る。（例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm～8mm）

3 2 15 3

補強土壁工
（補強土（テール
アルメ）壁工法）
（多数アンカー式
補強土工法）
（ジオテキスタイ
ルを用いた補強
土工法）

測定箇所 3 2 15 3

補強土壁工
（補強土（テールア
ルメ）壁工法）
（多数アンカー式
補強土工法）
（ジオテキスタイル
を用いた補強土工
法）

測定箇所

測定高さｈに
ついて、補強
土（テールア
ルメ）壁工法
設計・施工マ
ニュアルに準
拠

8 1 9 5 2
鋼製堰堤本体工
（透過型）

測定項目
規格値
測定箇所

8 1 9 5 2
鋼製堰堤本体工
（透過型）

測定項目
規格値
測定箇所

現場実態を踏
まえ、鋼製砂
防構造物設計
便覧に準拠



 

5

現行条文 新条文改正項目 編 章 節

平成２９年度　施工管理基準（出来形管理基準）新旧対照表

現行条文（平成29年3月版） 新条文 改定理由

編 章 節 条 項 工種 工種 改正項目条 項

10 3 6 8 橋台躯体工 測定箇所 10 3 6 8 橋台躯体工 測定箇所

図示（中心
線）を明瞭化

10 3 7 9 1

橋脚躯体工
（張出式）
（重力式）
（半重力式）

測定箇所 10 3 7 9 1

橋脚躯体工
（張出式）
（重力式）
（半重力式）

測定箇所

図示（中心
線）を明瞭化

10 3 7 9 2
橋脚躯体工
（ラーメン式）

測定箇所 10 3 7 9 2
橋脚躯体工
（ラーメン式）

測定箇所

図示（中心
線）を明瞭化

 

a1 

中心線の変位 
（a1:橋軸直角方向） 

 

a2 

 

ｈ1 

L2 

L1 

a1 

CL 

 

a1 

中心線の変位 
（a1:橋軸直角方向） 

 

a2 

 

ｈ1 

L2 

L1 

a1 

CL 

 

a1 

中心線の変位 
（a1:橋軸直角方向） 

 

a2 
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現行条文 新条文改正項目 編 章 節

平成２９年度　施工管理基準（出来形管理基準）新旧対照表

現行条文（平成29年3月版） 新条文 改定理由

編 章 節 条 項 工種 工種 改正項目条 項

10 3 8 10 1
橋脚架設工
（Ｉ型・Ｔ型）

測定箇所 10 3 8 10 1
橋脚架設工
（Ｉ型・Ｔ型）

測定箇所

図示（中心
線）を明瞭化

10 3 8 10 2
橋脚架設工
（門型）

測定箇所 10 3 8 10 2
橋脚架設工
（門型）

測定箇所

図示（中心
線）を明瞭化

10 4 8
6
7

橋梁用防護柵工
橋梁用高欄工

測定項目
規格値
測定基準

10 4 8
6
7

橋梁用防護柵工
橋梁用高欄工

測定項目
規格値
測定箇所

施工実績が多
いフロリダ型
高欄に対応

 

a1 

中心線の変位 
（a1:橋軸直角方向） 

 

a2 

 

a1 

中心線の変位 
（a1:橋軸直角方向） 

 

a2 



 

7

現行条文 新条文改正項目 編 章 節

平成２９年度　施工管理基準（出来形管理基準）新旧対照表

現行条文（平成29年3月版） 新条文 改定理由

編 章 節 条 項 工種 工種 改正項目条 項

10 14 4 5
切削オーバーレ
イ工

測定項目
規格値
測定箇所

10 14 4 5 切削オーバーレイ工
測定項目
規格値
測定箇所

表現の適正化

11 3 7 7 2
透水性舗装工
路盤

国に準拠し改
正



  
平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

（ 

ー ー 

ィ
ー 

） 

（ 

ー ー 

ィ
ー 

） 

 

工種 現行条文（平成 29 年３月）  

工種 

新条文 改定理由 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

 

1セメ

ント・

コンク

リート

(転圧

コンク

リー

ト・コ

ンクリ

ートダ

ム・覆

工コン

クリー

ト・吹

付けコ

ンクリ

ートを

除く） 

材

料 

必

須 
アルカリ

骨材反応

対策 

｢コンクリー

トの耐久性

向上｣ 

｢コンクリートの耐久

性向上｣ 

略  
 

 材

料 

必須  
アルカリ骨

材反応対策 

アルカリ骨材

反応抑制対

策（土木構

造物）実施

要領 

同左 略  
 

表現の適正

化 

施

工 

必

須 

塩化物総

量規制 

「コンクリ

ートの耐久

性向上」 

略 略 ・小規模工種※で 1工種当り

の総使用量が 50m3未満の場合

は 1工種 1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンク

リート工場の品質証明書等の

みとすることができる。1工種

当たりの総使用量が 50m3以上

の場合は、50m3ごとに 1回の

試験を行う。 

・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-

C502,503）または設計図書の規

定により行う。 

以下略 

 
1セメ

ント・

コンク

リート

(転圧

コンク

リー

ト・コ

ンクリ

ートダ

ム・覆

工コン

クリー

ト・吹

付けコ

ンクリ

ートを

除く） 

施

工 

必

須 

塩化物総

量規制 

「コンクリー

トの耐久性向

上」 

略 略 ・小規模工種※で 1工種当り

の総使用量が 50m3未満の場合

は 1工種 1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンク

リート工場の品質証明書等の

みとすることができる。1工種

当たりの総使用量が 50m3以上

の場合は、50m3ごとに 1回の

試験を行う。 

・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-C502-

2013,503-2007）または設計図

書の規定により行う。 

以下略 

 
改定年の追

加 

単位水量

測定 

「レディー

ミクストコ

ンクリート

の品質確保

について」 

略 略 略  単位水量

測定 

「レディーミ

クストコンク

リートの品質

確 保 に つ い

て」｢レディ

ーミクストコ

ンクリート単

位水量測定要

領（案）｣ 

略 略 略  表現の適正

化 

1  



  
平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

 施

工

後

試

験 

必

須 

ひび割れ調

査 

スケールに

よる測定 

略 略 高さが、5m以上の鉄筋コンク

リート擁壁、内空断面積が

25m2以上の鉄筋コンクリート

カルバート類、橋梁上・下部

工及び高さが 3m以上の堰・水

門・樋門を対象(ただしいずれ

の工種についてもプレキャス

ト製品及びプレストレストコ

ンクリートは対象としない）

とし構造物躯体の地盤や他の

構造物との接触面を除く全表

面とする。フーチング・底版

等で竣工時に地中、水中にあ

る部位については竣工前に調

査する。 

  施

工

後

試

験 

必

須 

ひび割れ調

査 

スケールによ

る測定 

略 略 高さが、5m以上の鉄筋コンク

リート擁壁、内空断面積が

25m2以上の鉄筋コンクリート

カルバート類、橋梁上・下部

工及び高さが 3m以上の堰・水

門・樋門を対象(ただしいずれ

の工種についてもプレキャス

ト製品及びプレストレストコ

ンクリートは対象としない）

とし構造物躯体の地盤や他の

構造物との接触面を除く全表

面とする。フーチング・底版

等で竣工時に地中、水中にあ

る部位については竣工前に調

査する。ひび割れ幅が 0.2mm

以上の場合は、「ひび割れ発

生状況の調査」を実施する。 

 表現の適正

化 

 

  

2  



  
平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

 

工種 現行（平成 29 年３月）  

工種 

新条文 改定理由 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

験

 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

摘 要 試験成

績表等

による

確認 

3既製杭

工 

施

工 

そ

の

他 

鋼管杭の

現場溶接

超音波探

傷試験 

略 略 略 中掘り工法等で、放射線透過試

験が不可能な場合は、放射線透

過試験に替えて超音波探傷試験

とすることができる。 

 3既製

杭工 

施

工 

そ

の

他 

鋼管杭の

現場溶接

超音波探

傷試験 

S 

略 略 略 中掘り杭工法等で、放射線透

過試験が不可能な場合は、放

射線透過試験に替えて超音波

探傷試験とすることができ

る。 

 道路橋示方

書・同解説

に準拠 

５上層

路盤 

 

施
工 

 

必
須 

現場密度の

測定 

舗装調査・ 

試験法便覧 

[４]-185 

略 略 略  ５上層

路盤 

 

施
工 

 

必
須 

現場密度の

測定 

舗装調査・ 

試験法便覧 

[４]-185 

砂置換法は、最大

粒径が53mm以下の

場合のみ適用でき

る 

 

略 略 略  表現の適正

化 

8アス

ファル

ト舗装 

材

料 

そ

の

他 

粗骨材中

の軟石量

試験 

JIS 

A 

1126 

軟石量：5％以下 ・施工前、材料変更

時 

・小規模以下の工

事：施工前 

・中規模工事：2,000 ㎡以上と

する。 

・小規模工事：2,000 ㎡未満と

する。 

・材料の品質証明書によること

ができる。 

・300㎡以下は省略できる。 

 

 

○ 

8アス

ファ

ルト

舗装 

材

料 

そ

の

他 

      JISの改正 

3  



  
平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

(
 

)
 

(
 

)
 

（ 

ー 

ィ
ー 

ー 

（ 

ー 

ィ
ー 

） 

ー 

） 

（ 

ー 

ィ
ー 

ー 

（ 

ー 

ィ
ー 

） 

ー 

） 

 

 

 

 

工種 

現行（平成 29 年３月）  

 

 

工種 

新条文 改定理由 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

9転圧

コンク

リート 

 そ

の

他 

粗骨材中

の軟石量

試験 

JISA1126 軟石量：5％以下  観察で問題なければ省略でき

る。 

必要に応じて試験成績表等によ

る確認を行なう。 

 

○ 

9転圧

コンク

リート 

 そ

の

他 

      JISの改

定 

砂の有機不

純物試験 
略 略 略 ・濃い場合は、JISA1142「有機

不純物を含む細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮

強度による試験方法」による。 

 

○ 

砂の有機

不純物試

験 

略 略 略 ・濃い場合は、JISA1142「有機

不純物を含む細骨材のモルタル

圧縮強度による試験方法」によ

る。 

 

○ 

語句の統

一 

骨材中に含

まれる密度

1.95g/cm3

の液体に浮

く粒子の試

験 

JISA1141 0.5％以下    

○ 

      JISの改

定 

10グー

ス 

アスフ

ァル 

ト舗装 

材

料 

そ

の 

他 

粗骨材中の

軟石量試験 

JISA1126 軟石量：5％以下 ・中規模以上の工

事：施工 

前、材料変更時 

・小規模以下の工

事：施工前 

・中規模工事：2,000㎡以上とす

る。 

・小規模工事：2,000㎡未満とす

る。 

・材料の品質証明書によること

ができる。 

・当初、試験練り検査結果によ

り省略する。 

 

○ 

         JISの改

正 

11路床

安定処

理工 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法 

（3種類）

のいずれか

を実施す 

る。 

または、 

RI計器を用

いた盛 

土の締固め

管理要 

領（案） 

略 1日の 1層あたりの

施工面積を基準とす

る。管理単位の面積 

は 1,500m2を標準と

し、1日の施工面積

が 2,000m2以上の場 

合、その施工面積を

2管理単位以上に分

割するものとする。

1管理単位あたりの

測定点数の目安を以

下に示す。 

以下 略 

略  11路床

安定処

理工 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法 

（3種類）

のいず 

れかを実施

す 

る。 

または、 

RI計器を用い

た盛 

土の締固め管

理要 

領（案） 

略 盛土を管理する単位

(以下｢管理単位｣)に分

割して管理単位 

ごとに管理を行うもの

とする。 

1日の 1層あたりの施

工面積を基準とする。

管理単位の面積 

は 1,500m2を標準と

し、1日の施工面積が

2,000m2以上の場 

合、その施工面積を 2

管理単位以上に分割す

るものとする。1管理

単位あたりの測定点数

の目安を以下に示す。 

以下 略 

略  RI計器を

用いた盛

土の締固

め管理要

領（案）

に準拠 
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平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

12表層

安定処

理工 

(表層混

合処理) 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法（3種

類）のいず

れかを実施

す 

る。 

または、RI

計器を用い

た盛土の締

固め管理要

領（案） 

略 1日の 1層あたりの

施工面積を基準とす

る。管理単位の面積 

は 1,500m2を標準と

し、1日の施工面積

が 2,000m2以上の場 

合、その施工面積を

2管理単位以上に分

割するものとする。

1管理単位あたりの

測定点数の目安を以

下に示す。 

以下 略 

略  15表層

安定処

理工 

(表層混

合 

処理) 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法（3種

類）のいず 

れかを実施

す 

る。 

または、RI計

器を用いた盛 

土の締固め管

理要領（案） 

略 盛土を管理する単位

(以下｢管理単位｣)に分

割して管理単位 

ごとに管理を行うもの

とする。 

1日の 1層あたりの施

工面積を基準とする。

管理単位の面積 

は 1,500m2を標準と

し、1日の施工面積が

2,000m2以上の場 

合、その施工面積を 2

管理単位以上に分割す

るものとする。1管理

単位あたりの測定点数

の目安を以下に示す。 

以下 略 

略  RI計器を

用いた盛

土の締固

め管理要

領（案）

に準拠 

5  



  
平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

 

 

 

 

工種 

現行（平成 29 年３月）  

 

 

工種 

新条文 改定理由 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

13固結

工 

施

工 

必

須 

      13固

結工 

施

工 

必

須 

改良対全

長の連続

性確認 

ボーリングコ

アの目視確認 

 改良体の上端から下

端までの全長をボー

リングにより採取

し、全長において連

続して改良されてい

ることを目視確認す

る。改良体 500本未

満は 3本、500本以上

は 250本増えるごと

に 1本追加する。現

場の条件、規模等に

より上記によりがた

い場合は監督員の指

示による。 

・ボーリング等により供試体を

採取する。 

・改良体の強度確認には、改良

体全長の連続性を確認したボー

リングコアを利用してもよい。 

 現場の実

態を反映 

土の一軸

圧縮試験 

JISA1216 略 略 略 土の一軸

圧縮試験 

(改良体

の強度) 

JISA1216 略 略 略  表現の適

正化 

15補強

土壁工 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法 

（3種類）

のいずれか

を実施す

る。 

ま た は 、

「RI 計器を

用いた盛土

の締固め管

理 要 領

（案）」 

略 路体・路床とも、1

日の 1層あたりの施

工面積を基準とす

る。管理単位の面積

は 1,500m2を標準と

し、1日の施工面積

が 2,000m2以上の場

合、その施工面積を

2管理単位以上に分

割するものとする。

1管理単位あたりの

測定点数の目安を以

下に示す。 

以下 略 

略  18補

強土

壁工 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法 

（3種類）

のいずれ

かを実施

する。 

または、「 RI

計器を用いた

盛土の締固め

管 理 要 領

（案）」 

略 盛土を管理する単位

(以下｢管理単位｣)に

分割して管理単位ご

とに管理を行うもの

とする。路体・路床

とも、1日の 1層あた

りの施工面積を基準

とする。管理単位の

面積は 1,500m2を標

準とし、1日の施工面

積が 2,000m2以上の

場合、その施工面積

を 2管理単位以上に

分割するものとす

る。1管理単位あたり

の測定点数の目安を

以下に示す。 

以下 略 

略  RI計器を

用いた盛

土の締固

め管理要

領（案）

に準拠 

6  



  
平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

 

 

 

 

工種 

現行（平成 29 年３月）  

 

 

工種 

新条文 改定理由 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

16吹付

工 

施

工 

その 

他 

塩化物総量

規制 

「コンクリート

の耐久性向上」 

 

略 略 ・小規模工種※で 1工種当りの

総使用量が 50m3未満の場合は 1

工種 1回以上の試験、またはレ

ディーミクストコンクリート工

場の品質証明書等のみとするこ

とができる。1工種当たりの総使

用量が 50m3以上の場合は、50m3

ごとに 1回の試験を行う。 

・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-C502,503）

または設計図書の規定により行

う。 

以下略 

 
16吹

付工 

施

工 

その 

他 

塩化物総量

規制 

「コンクリートの 

耐久性向上」 

略 略 ・小規模工種※で 1工種当りの

総使用量が 50m3未満の場合は 1

工種 1回以上の試験、またはレ

ディーミクストコンクリート工

場の品質証明書等のみとするこ

とができる。1工種当たりの総

使用量が 50m3以上の場合は、

50m3ごとに 1回の試験を行う。 

・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-C502-

2013,503-2007）または設計図書

の規定により行う。 

以下略 

 
表現の適

正化 

17現場

吹付枠

工 

施
工 

必
須 

 
コンクリー

トの圧縮強

度試験 

略 略 略 略   17現場

吹付枠

工 

施
工 

必

須 

 
コンクリー

トの圧縮強

度試験 

略 略 略 略  誤記の訂

正 

塩化物総量

規制 

略 略 略 略  そ

の

他 

塩化物総量

規制 

略 略 略 略  

空気量測定 略 略 略 略  空気量測定 略 略 略 略  

ロックボル

トの引抜き

試験 

略 略 略 略  ロックボル

トの引抜き

試験 

略 略 略 略  

コアによる

強度試験 

略 略 略 略  コアによる

強度試験 

略 略 略 略  

18河川

土工 

施

工 

 

必

須 

 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法（3種

類）のいず 

れかを実施

する。 

 

または、「RI計

器を用いた盛土

の締固め管理要

領（案）」によ

る。 

略 築堤は、1日の 1層

あたりの施工面積を

基準とする。管理単 

位の面積は 1,500m2

を標準とし、1日の

施工面積が 2,000m2 

以上の場合、その施

工面積を 2管理単位

以上に分割するも 

のとする。以下 略 

略  2

 

 

18河

川土 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法（3種

類）のいず 

れかを実施

する。 

 

または、「RI計器

を用いた盛土の締

固め管理要領

（案）」による。 

略 盛土を管理する単位

(以下｢管理単位｣)に

分割して管理単位 

ごとに管理を行うも

のとする。 

築堤は、1日の 1層

あたりの施工面積を

基準とする。管理単 

位の面積は 1,500m2

を標準とし、1日の

施工面積が 2,000m2 

以上の場合、その施

工面積を 2管理単位

以上に分割するも 

のとする。以下 略 

略  RI計器を

用いた盛

土の締固

め管理要

領（案）

に準拠 
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平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

19海岸

土工 

施

工 

 

必

須 

 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法（3種

類）のいず 

れかを実施

する。 

 

または、「RI計

器を用いた盛土

の締固め管理要

領（案）」によ

る。 

略 築堤は、1日の 1層

あたりの施工面積を

基準とする。管理単 

位の面積は 1,500m2

を標準とし、1日の

施工面積が 2,000m2 

以上の場合、その施

工面積を 2管理単位

以上に分割するも 

のとする。以下 略 

略  2

2 

 

19海

岸土

工 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法（3種

類）のいず 

れかを実施

する。 

 

または、「RI計器

を用いた盛土の締

固め管理要領

（案）」による。 

略 盛土を管理する単位

(以下｢管理単位｣)に

分割して管理単位 

ごとに管理を行うも

のとする。 

築堤は、1日の 1層

あたりの施工面積を

基準とする。管理単 

位の面積は 1,500m2

を標準とし、1日の

施工面積が 2,000m2 

以上の場合、その施

工面積を 2管理単位

以上に分割するも 

のとする。以下 略 

略  RI計器を

用いた盛

土の締固

め管理要

領（案）

に準拠 

20砂防

土工 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法（3種

類）のいず 

れかを実施

する。 

 

または、「RI計

器を用いた盛土

の締固め管理要

領（案）」によ

る。 

略 築堤は、1日の 1層

あたりの施工面積を

基準とする。管理単

位の面積は 1,500m2

を標準とし、1日の

施工面積が 2,000m2 

以上の場合、その施

工面積を 2管理単位

以上に分割するも 

のとする。1管理単

位あたりの測定点数

の目安を以下に示 

す。 

以下 略 

略  2

 

20砂

防土

工 

施

工 

必

須 

現場密度の

測定 

※右記試験

方法 

（3種類）

のいずれか

を実施す

る。 

または、「RI計器

を用いた盛土の締

固め管理要領

（案）」による。 

略 盛土を管理する単位

(以下｢管理単位｣)に

分割して管理単位ご

とに管理を行うもの

とする。 

築堤は、1日の 1層

あたりの施工面積を

基準とする。管理単 

位の面積は 1,500m2

を標準とし、1日の

施工面積が 2,000m2 

以上の場合、その施

工面積を 2管理単位

以上に分割するも 

のとする。1管理単

位あたりの測定点数

の目安を以下に示 

す。 

以下 略 

略  RI計器を

用いた盛

土の締固

め管理要

領（案）

に準拠 
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平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

 

 

 

 

工種 

現行（平成 29 年３月）  

 

 

工種 

新条文 改定理

由 種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成績

表等によ

る確認 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試 験 成

績 表 等

に よ る

確認 

21道路

土工 

施

工 

必須  または、「 RI

計器を用いた

盛土の締固め

管 理 要 領

（案）」 

略 

 

路体・路床とも、1

日の 1層あたりの施

工面積を基準とす

る。管理単位の面積

は 1,500m2を標準と

し、1日の施工面積

が 2,000m2以上の場

合、その施工面積を

2管理単位以上に分

割するものとする。 

以下 略 

略 

 

 21道路

土工 

施

工 

必

須 

 または、「RI 計

器を用いた盛土

の締固め管理要

領（案）」 

略 

 

盛土を管理する単

位(以下｢管理単

位｣)に分割して管

理単位ごとに管理

を行うものとす

る。路体・路床と

も、1日の 1層あた

りの施工面積を基

準とする。管理単

位の面積は 1,500m2

を標準とし、1日の

施工面積が 2,000m2

以上の場合、その

施工面積を 2管理

単位以上に分割す

るものとする。 

以下 略 

略 

 

 RI計器

を用いた

盛土の締

固め管理

要領

（案）に

準拠 
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平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

（ 

ー 

ィ
ー 

ー 

） 

（ 

ー 

ィ
ー 

ー 

） 

 

 

 

 

工種 

現行（平成 29 年３月）  

 

 

工種 

新条文 改定理由 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成績

表等によ

る確認 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

23コン

クリー

トダム 

 そ

の

他 

粗骨材中

の軟石量

試験 

JISA1126 軟石量：5％以下 工事開始前、工事中

１回／月以上及び産

地が変わった場合。 

 ○ 

 

23コン

クリー

トダム 

 そ

の

他 

      JISの改正 

 

施

工 

必

須 

塩化物総量

規制 

「コンクリ

ートの耐久

性向上」 

略 略 ・小規模工種※で 1工種当り

の総使用量が 50m3未満の場合

は 1工種 1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンク

リート工場の品質証明書等の

みとすることができる。1工種

当たりの総使用量が 50m3以上

の場合は、50m3ごとに 1回の

試験を行う。 

・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-

C502,503）または設計図書の規

定により行う。 

以下略 

 施

工 

必

須 

塩化物総量

規制 

「コンクリートの

耐久性向上」 

略 略 ・小規模工種※で 1工種当り

の総使用量が 50m3未満の場合

は 1工種 1回以上の試験、ま

たはレディーミクストコンク

リート工場の品質証明書等の

みとすることができる。1工種

当たりの総使用量が 50m3以上

の場合は、50m3ごとに 1回の

試験を行う。 

・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-C502-

2013,503-2007）または設計図

書の規定により行う。 

以下略 

 表現の適正

化 

24 覆工

コンク

リート

(NATM) 

施

工 

必

須 

塩化物総量

規制 

「コンクリ

ートの耐久

性向上」 

原則 0.3㎏/m3以下 略 

。 

・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-

C502,503）または設計図書の規

定により行う。 

 24 覆工

コ ン ク

リ ー ト

(NATM) 

施

工 

必須 塩化物総量

規制 

「コンクリートの

耐久性向上」 

原則 0.3㎏/m3以下 略 

 

・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-C502-

2013,503-2007） 

または設計図書の規定により行

う。 

 表現の適正

化 

空気量測定 JISA1116 

JISA1118 

JISA1128 

±1.5％（許容差） 略 

 

 空気量測定 JISA1116 

JISA1118 

JISA1128 

±1.5％（許容差） 略 
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平成２９年度施工管理基準（品質管理基準）新旧対照表 

 

工種 現行（平成 29 年３月） 工種 新条文 改定理由 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成績

表等によ

る確認 

種

別 

試

験

区

分 

 

 

試験項目 

 

 

試験方法 

 

 

規格値 

 

 

試験基準 

 

 

摘 要 

試験成

績表等

による

確認 

25 吹付

けコン

クリー

ト

(NATM) 

施

工 

必

須 

    ・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-

C502,503）または設計図書の規

定により行う。 

 25 吹付

け コ ン

ク リ ー

ト

(NATM) 

施

工 

必須 吹付けコ

ンクリー

トの初期

強度(引抜

きせん断

強度) 

引抜き方法によ

る吹付けコンク

リートの初期強

度試験方法 

（JSCE-G561-

2010) 

1日強度で 5N/mm2以

上 

トンネル施工長 40mご

とに 1回 

・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-C502-

2013,503-2007）または設計図

書の規定により行う。 

 表現の適正

化 

・吹付けコ

ンクリート

における初

期強度の確

認を追加 

・現場実態

を反映（ト

ンネル標準

示方書［山

岳工法

編］・同解

説（2016

年制定土木

学会）に準

拠） 

そ

の

他 

スランプ試

験 

JISA1101 略 略 ・骨材に海砂を使用する場合

は、「海砂の塩化物イオン含有

率試験方法」（JSCE-

C502,503）または設計図書の規

定により行う。 

 そ

の

他 

スランプ試

験 

JISA1101 略 略  

          

29 排水

性舗装

工・透

水性舗

装工 

材

料 

そ

の

他 

粗骨材中

の軟石量

試験 

JISA1126 軟石量：5％以下 ・中規模以上の工

事：施工前、材料

変更時 

・小規模以下の工

事：施工前 

・中規模工事：2,000㎡以上と

する。 

・小規模工事：2,000㎡未満と

する。 

・材料の品質証明書によるこ

とができる。 

・当初、試験練り検査結果によ

り省略する。 

○ 
29 排水

性 舗 装

工 ・ 透

水 性 舗

装工 

材

料 

その

他 

      JISの改正 

33ガス

切断工 

施

工 

必

須 

表面粗さ 目視 略 略 最大表面粗さとは、JISB0601 

（2001）に規定する最大高さ

粗さ RZとする。 

 33ガス

切断工 

施

工 

必

須 

表面粗さ 目視 略 略 最大表面粗さとは、JISB0601 

（2013）に規定する最大高さ

粗さ RZとする。 

 表現の適正

化 
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